
 参考資料⑦  

軽井沢町の自然保護対策要綱等改正検討部会設置要綱  

 

 （設置）  

第１条  軽井沢町自然保護審議会条例（昭和 48年軽井沢町条例第 24号）第８条

の規定に基づき、軽井沢町自然保護審議会（以下「審議会」という。）に軽  

井沢町の自然保護対策要綱等改正検討部会（以下「部会」という。）を置く。    

（所掌事項）  

第２条  部会は、軽井沢町の自然保護対策要綱  （昭和 47年軽井沢町告示第 13号

）、同取扱要領（平成８年 10月１日適用）、軽井沢町の善良なる風俗を維持

するための要綱  （昭和 51年軽井沢町告示第４号）その他の自然保護に関する

規程の見直しについて調査審議する。   

（組織）  

第３条  部会は、 40人以内で組織する。  

 （会議）  

第４条  部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せ、その意見を聴くことができる。  

２  部会長は、会議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。  

 （委任）  

第５条  この要綱に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長が定める。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 


